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現 状 と 県 の 取 組 状 況 

 地域社会振興部（市町村課） 

【現 状】 

１ 政治資金規正法（以下「法」という。）においては、「会社、労働組合（中略）、職員団体（中略）その他の団体は、政党及び政治資金団体以

外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」と規定されている。（法第２１条） 

２ 会社、労働組合等の団体のする政治活動に関する寄附については、平成６年の法改正において、政治資金の調達を政党中心とするため、ま

た、政治と金をめぐる国民世論の動向等にかんがみ、政党及び政治資金団体並びに資金管理団体以外の者に対するものは禁止することとされ

たが、さらに平成１１年の法改正により、資金管理団体に対するものも禁止することとされた。（逐条政治資金規正法第２１条関係） 

【県の取組状況】 

  選挙管理委員会において、法の定めに基づき、所管する政治団体の会計責任者から毎年提出される政治資金収支報告書の受理・公表・保存・

閲覧等の事務を行うとともに、政治団体の関係者を対象とした政治団体関係者研修会の開催等を通じて、法第２１条の規定を含めて、法に基

づく寄附の質的制限・量的制限の内容の周知を図っている。 
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